
大
津
市
膳
所
公
園
で
開
催
さ

れ
た
中
央
集
会
は
、
９
時
30
分

か
ら
息
吹
合
唱
団
の
「
う
た
ご

え
」
や
ビ
ス
タ
リ
の
み
な
さ
ん

に
よ
る
「
ミ
ニ
・
コ
ン
サ
ー
ト
」

な
ど
文
化
行
事
が
行
わ
れ
、
10

時
過
ぎ
か
ら
メ
ー
デ
ー
式
典
が

開
始
さ
れ
ま
し
た
。

は
じ
め
に
瀧
上
正
昭
（
滋
賀

県
労
連
議
長
）
実
行
委
員
長
が

「
安
倍
首
相
は
ア
メ
リ
カ
で
、

国
会
で
審
議
さ
れ
て
い
な
い

『
世
界
中
で
米
軍
と
と
も
に
行

動
す
る
こ
と
』
を
約
束
し
て
い

る
。
独
立
し
た
国
家
の
首
相
と

し
て
あ
り
え
な
い
行
為
、
民
主

主
義
を
否
定
す
る
も
の
で
断
じ

て
認
め
ら
れ
な
い
」
と
批
判
、

安
保
法
制
や
労
働
法
制
改
悪
に

反
対
し
、
憲
法
を
守
ろ
う
」
と

挨
拶
を
さ
れ
ま
し
た
。

来
賓
あ
い
さ
つ
と
メ
ッ
セ
ー

ジ
紹
介
に
続
い
て
「
リ
レ
ー
ト
ー

ク
」
が
行
わ
れ
、
滋
賀
民
医
連

か
ら
は
「
混
合
診
療
の
拡
大
の

問
題
」
、
高
教
組
は
「
新
し
い

教
育
委
員
会
制
度
に
つ
い
て
」

訴
え
ら
れ
、
単
協
労
連
、
新
婦

人
（
中
学
校
給
食
）
、
滋
商
連

な
ど
５
人
の
代
表
者
が
壇
上
に

立
ち
、
現
場
の
課
題
を
訴
え
ら

れ
ま
し
た
。

安
倍
「
暴
走
」
政
治
に

国
民
共
同
の
力
で

ス
ト
ッ
プ
を
！

そ
の
後
、
メ
ー
デ
ー
宣
言
案

が
提
案
さ
れ
、
大
き
な
拍
手
で

採
択
さ
れ
ま
し
た
。

メ
ー
デ
ー
宣
言
で
は
、
政
府

の
進
め
る
経
済
政
策
に
よ
っ
て

大
企
業
が
過
去
最
高
の
収
益
を

得
る
な
か
、
労
働
者
・
国
民
の

生
活
は
厳
し
さ
を
増
し
格
差
が

増
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
そ
の

う
え
で
、
全
国
各
地
で
始
ま
っ

て
い
る
安
倍
暴
走
政
治
に
対
す

る
労
働
者
・
国
民
の
総
反
撃
の

運
動
と
連
携
し
、
憲
法
を
守
り
、

諸
要
求
を
実
現
す
る
た
た
か
い

を
目
指
そ
う
と
呼
び
か
け
ま
し

た
。
ま
た
、
宣
言
は
、
歴
史
的

岐
路
に
あ
る
「
戦
後
・
被
爆
70

年
」
の
節
目
の
年
に
、
安
倍

「
暴
走
」
政
治
に
国
民
共
同
の

力
で
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
る
た
め
、

職
場
・
地
域
か
ら
の
だ
た
か
い

を
強
め
て
い
く
こ
と
を
確
認
し

て
い
ま
す
。

閉
会
あ
い
さ
つ
と
「
ガ
ン
バ

ロ
ー
」
を
三
唱
し
、
11
時
か
ら

デ
モ
行
進
を
行
い
ま
し
た
。

デ
モ
は
、
膳
所
公
園
を
出
発

し
、
湖
岸
道
路
を
パ
ル
コ
前
ま

で
、
リ
ズ
ム
に
乗
せ
た
シ
ュ
プ

レ
ヒ
コ
ー
ル
や
手
製
の
プ
ラ
カ
ー

ド
な
ど
で
多
様
な
要
求
を
沿
道

か
ら
訴
え
ま
し
た
。

今
年
の
メ
ー
デ
ー
は
、
安
全

保
障
法
制
や
労
働
法
制
の
改
悪
、

沖
縄
基
地
問
題
、
原
発
再
稼
動
、

Ｔ
Ｐ
Ｐ
、
消
費
税
、
社
会
保
障

な
ど
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
と
平

和
を
め
ぐ
る
重
大
な
問
題
が
山

積
す
る
な
か
で
開
催
さ
れ
、
ま

た
労
働
組
合
が
国
民
と
し
っ
か

り
と
手
を
取
り
合
い
、
安
倍
暴

走
政
治
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
る

決
意
を
固
め
る
集
会
と
な
り
ま

し
た
。
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晴
天
の
５
月
１
日
、
第
86
回
滋
賀
県
メ
ー
デ
ー
が
県
内
10
会
場

で
開
催
さ
れ
大
津
会
場
の
３
５
０
人
を
は
じ
め
全
会
場
合
計
で
は

約
１
０
０
０
人
が
集
い
ま
し
た
。

従
業
員
組
合
か
ら
は
、
組
合
員
と
先
輩
組
合
員
が
大
津
（
中
央
）

会
場
に
15
人
、
草
津
・
栗
東
会
場
に
１
人
と
湖
北
会
場
に
１
人
の

計
17
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

メ
イ
ン
ス
ロ
ー
ガ
ン

◇
「
戦
争
す
る
国
づ
く
り
」
反
対
。
安
倍
「
暴
走
」
政
治
ス
ト
ッ
プ
。

◇
憲
法
を
守
り
い
か
す
社
会
の
実
現
。

○
８
時
間
労
働
を
守
れ
。
派
遣
法
・
残
業
代
ゼ
ロ
な
ど
労
働
法
制
改
悪
反
対
。

○
大
幅
賃
上
げ
実
現
で
く
ら
し
の
改
善
、
景
気
回
復
を
。

○
時
給
１
０
０
０
円
以
上
、
全
国
一
律
最
賃
制
の
実
現
。

○
年
金
・
医
療
・
介
護
な
ど
社
会
保
障
制
度
の
拡
充
。
「
貧
困
と
格
差
」
の
解
消
を
。

○
消
費
税
10
％
増
税
中
止
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
撤
退
。

○
被
災
者
が
希
望
の
も
て
る
早
期
復
興
。
原
発
再
稼
働
反
対
、
原
発
ゼ
ロ
の
日
本
。

○
安
倍
「
教
育
再
生
」
反
対
。
辺
野
古
新
基
地
建
設
反
対
。
オ
ス
プ
レ
イ
配
備
・
訓
練
反
対
。

核
兵
器
の
全
面
禁
止
・
廃
絶
を
。

戦
後
最
悪
の
憲
法
改
悪

戦
争
法
案
は
撤
回
を
！

自
民
・
公
明
政
権
は
５
月

14
日
、
日
本
が
攻
撃
さ
れ
て

い
な
い
の
に
ア
メ
リ
カ
を
は

じ
め
他
国
の
た
め
に
戦
う
集

団
的
自
衛
権
行
使
容
認
を
柱

と
す
る
安
全
保
障
関
連
法
案

を
わ
ず
か
10
分
で
閣
議
決
定
、

15
日
国
会
に
提
出
し
ま
し
た
。

こ
の
戦
後
最
悪
の
憲
法
改

悪
、
９
条
破
壊
の
戦
争
法
案

に
全
国
か
ら
怒
り
の
声
が
ま

き
お
こ
り
、
各
地
で
抗
議
や

法
案
撤
回
の
宣
伝
、
署
名
行

動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

大
津
駅
前
で
は
安
保
破
棄

実
行
委
員
会
、
革
新
の
会
し

が
そ
の
他
の
皆
さ
ん
約
20
人

が
ビ
ラ
配
布
、
署
名
行
動
を

行
い
「
新
基
地
作
り
中
止
、

戦
争
立
法
反
対
、
９
条
を
守

れ
で
幅
広
い
国
民
共
同
の
闘

い
を
空
前
の
規
模
で
発
展
さ

せ
、
法
案
を
撤
回
さ
せ
よ
う
」

と
訴
え
ま
し
た
。

と
ぴ
っ
く
す



厚
生
労
働
省
に
対
し
て
は
別

掲
「
要
請
」
の
よ
う
に
、
労
働

法
制
の
改
悪
反
対
、
早
出
を
含

め
た
不
払
い
残
業
撲
滅
・
総
実

労
働
時
間
の
短
縮
、
非
正
規
の

差
別
是
正
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

対
策
、
金
融
機
関
に
お
け
る
争

議
の
解
決
な
ど
を
要
請
し
ま
し

た
。

「
残
業
代
ゼ
ロ
法
案
」
法
制
度

を
改
悪
さ
せ
な
い
注
視
必
要

「
残
業
代
ゼ
ロ
法
案
」
を
含

め
た
労
働
法
制
の
改
悪
に
つ
い

て
厚
労
省
は
、
「
健
康
に
関
す

る
措
置
」
が
「
対
象
と
な
る
労

働
者
が
安
易
に
拡
大
し
な
い
」

た
め
の
担
保
に
な
る
と
述
べ
ま

し
た
。
し
か
し
、
派
遣
法
改
悪

の
前
例
が
あ
る
た
め
、
法
制
度

を
改
悪
さ
せ
な
い
よ
う
注
視
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

非
正
規
の
差
別
是
正
、
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
・
パ
ワ
ハ
ラ
対
策

と
し
て
は
、
「
広
報
宣
伝
活
動

の
取
り
組
み
を
強
化
し
て
い
る
」

と
従
来
と
同
じ
回
答
に
終
始
し
、

追
加
的
な
具
体
策
は
特
に
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

争
議
の
解
決
要
請
に

「
個
別
の
問
題
で
あ
る
」
と
の

厚
労
省
の
対
応
を
質
す

各
争
議
の
解
決
要
請
に
つ
い

て
は
、
「
個
別
の
件
に
関
し
て

は
厚
労
省
と
し
て
答
え
る
こ
と

は
な
い
し
権
限
も
な
い
」
と
い

う
も
の
で
し
た
が
、
「
厚
生
労

働
省
は
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

『
平
成
26
年
度

厚
生
労
働
省

の
目
標
』
に
お
い
て
、
『
社
会

保
障
政
策
・
労
働
政
策
を
通
じ

て
、
将
来
に
わ
た
る
国
民
生
活

の
質
の
向
上
と
社
会
経
済
の
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
そ
の
使

命
と
す
る
』
と
あ
り
、
争
議
解

決
は
同
省
の
目
標
で
も
あ
る
」

と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
同
目
標

の
「
雇
用
・
労
働
対
策
」
に
お

い
て
「
若
者
が
、
日
本
の
将
来

を
担
う
人
材
と
し
て
最
大
限
の

能
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
、
新

卒
者
等
の
就
労
支
援
や
若
者
の

『
使
い
捨
て
』
が
疑
わ
れ
る
企

業
等
へ
の
対
策
な
ど
、
総
合
的
・

体
系
的
な
取
組
を
推
進
す
る
」

と
記
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
大
同
信
組
で
は
新
入
職
員
の

９
人
中
４
人
と
約
半
数
を
試
用

期
間
満
了
後
解
雇
し
て
い
る
が
、

同
信
用
組
合
は
『
使
い
捨
て
』

が
疑
わ
れ
る
企
業
で
な
い
の
か
。

直
ち
に
是
正
指
導
せ
よ
」
と
申

入
れ
ま
し
た
。
同
省
の
担
当
者

ら
か
ら
は
何
の
反
論
も
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
若
者
か
ら
高

年
齢
者
ま
で
労
働
者
が
現
実
に

厳
し
い
状
況
に
あ
る
中
で
、

「
個
別
の
問
題
で
あ
る
」
と
切

り
捨
て
る
同
省
の
対
応
を
質
し

ま
し
た
。

地
銀
協
に
は

８
項
目
の

要
請

全
国
地
方
銀
行
協
会
に
は
地

銀
労
働
者
を
中
心
に
６
名
が
要

請
行
動
を
行
い
ま
し
た
。

同
協
会
は
「
会
員
行
を
指
導

す
る
立
場
に
な
い
」
組
織
で
あ

る
と
い
う
前
提
の
も
と
、
金
融

労
連
の
要
請
事
項
に
対
し
て
次

の
よ
う
な
個
人
的
見
解
を
示
し

ま
し
た
。

１
．
春
闘
要
求
（
賃
上
げ
）

に
つ
い
て
は
、
「
初
任
給
の
引

き
上
げ
な
ど
承
知
し
て
い
る
が
、

す
べ
て
の
労
働
者
に
行
き
渡
る

本
当
の
ベ
ア
が
必
要
。
」

２
．
労
働
法
制
の
改
悪
に
つ
い

て
は
「
都
合
の
い
い
解
釈
が
ま

か
り
通
っ
て
い
る
。
法
律
よ
り

も
運
用
の
問
題
だ
。
」

３
．
高
齢
者
再
雇
用
（
定
年
延

長
）
に
つ
い
て
は
「
選
択
肢
は

多
い
方
が
良
い
。
一
律
65
歳
定

年
は
い
か
が
な
も
の
か
。
た
だ
、

責
任
と
賃
金
は
連
動
が
必
要
。

今
後
は
、
収
益
環
境
が
悪
化
す

る
な
か
で
難
し
い
か
も
し
れ
な

い
。
」

４
．
パ
ワ
ハ
ラ
・
人
権
侵
害
・

職
場
復
帰
に
つ
い
て
は
「
言
わ

れ
る
通
り
だ
と
思
う
。
」

５
．
総
実
労
働
時
間
の
短
縮
と

不
払
い
残
業
根

絶
に
つ
い
て
は

「
経
営
者
の
認

識
が
必
要
だ
。
」

と
述
べ
ま
し
た
。
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５
月
２
日
、
大
津
市
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、

滋
賀
・
９
条
の
会
主
催
の

「
第
１
１
回
滋
賀
・
憲
法
の

つ
ど
い
―
守
ろ
う
平
和
・
語

ろ
う
未
来
―
」
が
開
か
れ
、

約
３
０
０
人
が
集
り
ま
し
た
。

滋
賀
銀
行
従
業
員
組
合
か
ら

は
先
輩
組
合
員
を
含
め
４
人

が
参
加
し
ま
し
た
。

最
初
に
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ

ラ
イ
タ
ー
・
野
田
淳
子
さ
ん

の
ギ
タ
ー
弾
き
語
り
に
よ
る

ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
が
あ
り
、

澄
ん
だ
歌
声
に
込
め
ら
れ
た

あ
つ
い
反
戦
の
思
い
に
聞
き

入
り
ま
し
た
。
ま
た
「
大
き

な
歌
」
な
ど
を
み
ん
な
で
合

唱
、
会
場
は
リ
ラ
ッ
ク
ス
ム
ー

ド
に
な
り
ま
し
た
。

講
演
は
、
歴
史
学
者
で
一

橋
大
学
大
学
院
教
授
の
吉
田

裕
さ
ん
が
「
戦
後
の
日
中
・

日
韓
関
係
と
歴
史
認
識
問
題
」

と
題
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

日
本
の
侵
略
戦
争
に
対
す

る
歴
代
自
民
党
政
権
の
態
度
、

首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
、
日

本
軍
「
慰
安
婦
」
問
題
、
歴

史
教
科
書
問
題
な
ど
に
触

れ
な
が
ら
、
歴
史
認
識
を

軸
に
中
国
・
韓
国
と
の
関

係
、
国
際
的
に
も
強
ま
る

日
本
へ
の
批
判
に
つ
い
て

説
明
。
安
倍
政
権
の
下
で

日
本
は
岐
路
に
立
っ
て
い

る
と
し
て
、
「
戦
後
７
０

年
は
重
要
な
年
」
「
日
本

国
憲
法
を
擁
護
し
つ
つ
、

日
本
人
の
歴
史
認
識
を
問

い
直
し
、
深
め
て
い
く
こ

と
が
重
要
」
と
述
べ
ら
れ

ま
し
た
。

安
倍
政
権
は
、
米
国
が
世

界
で
起
こ
す
あ
ら
ゆ
る
戦
争

に
自
衛
隊
が
参
戦
・
軍
事
支

援
す
る
「
戦
争
立
法
」
を
国

会
に
提
出
し
ま
し
た
。
憲
法

９
条
を
踏
み
に
じ
り
、
日
本

の
つ
く
り
を
変
え
る
大
転
換

を
許
す
の
か
。
日
本
の
あ
り

方
、
命
運
が
か
か
っ
た
歴
史

的
な
た
た
か
い
が
山
場
を
迎

え
て
い
ま
す
。

こ
の
安
倍
政
権
の
企
て
を

必
ず
打
ち
破
る
た
め
、
が
ん

ば
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

４
月
17
日
、
金
融
共
闘
中
央
行
動
が
行
わ
れ
、
全
国
の
金
融
の

仲
間
が
東
京
に
結
集
、
金
融
労
連
か
ら
は
44
人
が
参
加
し
、
滋
賀

従
組
か
ら
は
中
島
委
員
長
（
金
融
労
連
中
央
執
行
委
員
長
）
が
参

加
し
、
要
請
を
行
い
ま
し
た
。
中
央
行
動
は
、
早
朝
宣
伝
、
意
思

統
一
集
会
、
昼
休
み
に
は
財
務
省
前
に
約
３
０
０
人
を
超
え
る
仲

間
が
集
ま
り
、
金
融
共
闘
と
財
務
・
金
融
共
同
行
動
の
共
催
で
宣

伝
行
動
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
午
後
に
は
、
全
国
金
融
共
闘
と
し
て

金
融
庁
、
金
融
労
連
の
独
自
行
動
と
し
て
、
業
界
団
体
、
厚
生
労

働
省
に
対
し
要
請
行
動
を
行
い
ま
し
た
。
（
４
月
号
で
掲
載
予
定
で
し
た

が
紙
面
の
関
係
で
本
号
に
掲
載
し
ま
し
た
。
）

厚生労働省への要請内容

１．労働時間規制を有名無実化する「残葉代ゼロ法案」や、「生涯ハケン」になり

かねない労働者派遣法の改悪、解雇の金銭解決制度の導入など、労働環境の悪

化をもたらすおそれのある働くルールの改悪を行わないこと。

２．早朝を含めた賃金不払い残葉に対する各金融機関への指導を一層強化すること。

また労働時間短縮に逆行するような、金融機関の就業時間の延長はもとより、

慢性残業・休日出動の改善や年次有給休暇の取得促進を図るよう指導すること。

３．パートタイム・派遺など非正規労働者の労働条件の均等待遇を図るよう指導す

ること。

４．急増する過労死やメンタル不全などを防ぐため、長時間過密労働やパワーハラ

スメント等の解消をすすめ、労働者の心身両面にわたる健康保持等について、

啓蒙活動に留まらず具体的な施策を講じること。

５．高年齢者雇用安定法改正の趣旨に反して、生活のできない条件での再雇用提案

を行っている企業に対して改善を指導すること。

６．武生信用金庫、渡島信用金庫、網走信用金庫、小樽信用金庫、愛知県中央信用

組合、アメックス、メットライフアリコ、大同信用組合など、多発する労使紛

争を全ての金融機関からなくすよう、各金融機関に対し指導すること。


